
≪手続きの流れ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金の交付 

事前調査の申込み 

（事前調査申込書及び関係書類を提出） 

老朽危険空家の調査 

事前調査判定結果通知 

（老朽危険空家除却事業判定結果通知書を送

補助金交付申請 

（補助金交付申請書及び関係書類を提出） 

申請書類の審査 

補助金交付決定通知 

（補助金交付決定通知書を送付） 

工事着手 

（解体業者と契約を締結し工事に着手） 

事業完了報告 

（事業完了報告書及び関係書類を提出） 

完了報告書の審査 

補助金額の確定 

（補助金交付額確定通知書を送付） 

補助金の請求 

（補助金請求書を提出） 

申請者 西条市 

※ 着工後に工事の中止や重大な変更がある場合 

は、事業中止承認申請や事業変更承認申請の 

手続きが必要 



 

 

 

 

解体補助金申請手続きに必要な書類 

 手続き 提出書類 備考 

事前調査の申し込み 

事前調査申込書（様式第１号） 市ホームページからダウロード 

付近見取図及び現況写真 
敷地の全景写真 
敷地内すべての建築物の外観写真 

登記事項証明書 
登記されている場合 
権利の確認 

固定資産税課税台帳記載事項の証明書 権利の確認 

住⺠票謄本 世帯全員がわかるもの 

⼾籍謄本 相続人（所有者との関係がわかるもの） 

同意書 
所有者又は相続人から補助対象空家の除却につい
て同意を得たもの 

委任状 手続を他の者に委任する場合 

補助金交付申請 

補助金交付申請書（様式第３号） 市ホームページからダウロード 

事業実施計画書（様式第４号） 市ホームページからダウロード 

配置図、平面図及び床面積求積図 業者に依頼 

納税証明書（世帯全員） 申請人世帯全員の納税証明書 

工事見積書 
業者に依頼 
費用の内訳が分かるもの（補助対象のみ） 

確約書（様式第５号） 所有者の相続人が申請する場合 

代理受領予定届出書 除却業者に市から直接補助金を支払う場合に必要 

除却工事施工に関する同意書 補助対象空家が共有名義の場合 

補助金の手続に関する委任状 補助対象空家が共有名義の場合 

同意書 所有権以外の権利の設定がある場合 

委任状 手続を他の者に委任する場合 

事業完了報告 

事業完了報告書（様式第１０号） 市ホームページからダウロード 

工事請負契約書の写し 業者に依頼 

工事費用の領収書の写し 業者に依頼 

工事写真 着工前、工事中、竣工状況等補助対象事業の内容が
確認出来るもの 

廃棄物処理に関する処分証明書類 業者に依頼 

補助金の請求 
補助金請求書（様式第１２号） 市ホームページからダウロード 

代理受領に係る委任状 代理受領を利用した場合に提出が必要 


